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Ⅱ
 

主
要

期
間

一
覧

表
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

令
和

２
年

4
月

現
在

）
 

 当
事
者
系
審
判
、
異

議
申
立
、
判
定
に
関
す
る
期
間
は
、
審
判
便
覧

2
5
-0
1
か
ら

2
5-
0
4
ま
で
を
参
照
。
 

2
5-
01
.
1
主
要
期
間
一
覧
(
1)
（
査
定
系
審
判
、
商
標
登
録
異
議
、
判
定
）
 

2
5-
01
.
3
主
要
期
間
一
覧
(
2)
（
無

効
・
訂
正
・
取

消
審

判
） 

2
5-
01
.
5
主
要
期
間
一
覧
(
3)
（
特

許
異

議
） 

 （
特
許
（
無
効
・
訂
正
審
判
、
特
許
異
議
申
立
、
判
定
、
再
審
を

除
く
）
）
 

手
続
 

根
拠

条
文
 

初
日
 

起
算

日
 

期
間

（
延

長
）
 

備
考
 

（
第

１
日

目
）
 

国
内

居
住

者
 

在
外

者
 

＜
法
定
期
間
＞
 

 
 

 
 

 
 

明
細
書
・
特
許
請
求

の
範
囲
・
図
面

の
補
正
 

特
１
７
の
２
（
１
）
 

出
願
日
 

－
 

特
許

査
定

謄
本

の
送

達
日

ま
で

（
拒

絶
理

由
通

知
を

受
け

た
後

を
除

く
。
）
 

 

特
１
７
の
２
（
１
）
①
、

③
 

 
拒
絶
理
由
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

６
０
日

又
は
７
５
日
※
 

（
期
間

満
了
前
：
求
２
月
 

期
間

満
了
後
：
求
２
月
☆
）
 

３
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
・
１
月

期
間
満
了
後
：
求
２
月
☆
）
 

・
延
長
登
録
出

願
、
拒
絶
査
定

不
服

審
判

を
除
く
 

・
左
記
は
特
５

０
の

規
定

に
よ

る
指

定
期

間
 

特
１
７
の
２
（
１
）
①
、

③
 

 
拒
絶
理
由
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

６
０

日
又
は
７
５
日
※
 

（
求

１
月
▲
▼
）
 

３
月
（
求
１
月
×
３
回
▲
▼
）
 

・
延
長
登
録
出

願
、
拒
絶
査
定

不
服
審
判
 

・
左
記
は
特
５

０
の

規
定

に
よ

る
指

定
期

間
 

特
１
７
の
２
（
１
）
②
 

特
許
法
４
８
条
の
７
の
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

３
０
日
又
は
４
５
日
※
 

た
だ

し
拒

絶
理

由
通

知
と

同
時

は
６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

６
０
日
 

た
だ

し
拒

絶
理

由
通

知
と

同
時

は
３
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

・
拒
絶
査
定
不

服
審

判
を

除
く
 

・
左
記
は
特
５

０
の

規
定

に
よ

る
指

定
期

間
 

特
１
７
の
２
（
１
）
②
 

特
許
法
４
８
条
の
７
の
通
知
の
発
送
日
 

    

翌
日
 

３
０
日
又
は
４
５
日
※
 

た
だ

し
拒

絶
理

由
通

知
と

同
時

は
６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

６
０
日
 

た
だ

し
拒

絶
理

由
通

知
と

同
時

は
３
月
 

・
拒
絶
査
定
不

服
審
判
 

・
左
記
は
特
５

０
の

規
定

に
よ

る
指

定
期

間
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特
１
７
の
２
（
１
）
④
 

拒
絶
査
定
不
服
審
判
の
請
求
と
同
時
 

－
 

－
 

－
 

 

要
約
書
の
補
正
 

特
１
７
の
３
（
特
施
規
１
１
の
２
の
２
）
 

出
願

日
又

は
優

先
権

の
主

張
を

伴
う

出
願
は
先
の
出
願
の
日
 

翌
日
 

１
年
４
月
●
 

 
 

優
先
権
主
張
書
の
補
正
 

特
１

７
の

４
（

特
施

規
１

１
の

２
の

３
①
）
 

ア
．

 
優
先
日
 

イ
．

 
新
た
な
出
願
の
日
 

 

翌
 
 
日
 

翌
 
 
日
 

１
年
４
月
 

４
月
 

（
上
記
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
◎
）
 

 

 

特
１

７
の

４
（

特
施

規
１

１
の

２
の

３
②
）
 

ア
．

 
優
先
日
 

イ
．

 
も
と
の
出
願
の
日
 

ウ
．

 
新
た
な
出
願
の
日
 

翌
 
 
日
 

翌
 
 
日
 

翌
 
 
日
 

１
年
４
月
 

４
月
 

１
月
 

（
上
記
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
◎
）
 

分
割

・
変

更
・

実
用

新
案

登
録

に
基

づ
く

特
許

出
願
 

新
規
性
例
外
適
用
出
願
 

特
３
０
（
１
）
、
（
２
）
 

特
許

法
２

９
条

１
項

各
号

の
い

ず
れ

か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
日
 

翌
日
 

１
年
⊿⊿
 

１
年
⊿⊿

 
 

同
上
証
明
書
の
提
出
 

特
３
０
（
３
）
 

出
願
日
 

翌
日
 

３
０
日
 

３
０
日
 

 

外
国
語
書
面
出
願
に
係
る
翻
訳
文
 

特
３
６
の
２
（
２
）
、
３
６
の
２
（
４
）

（
特
施
規
２
５
の
７
（
４
）
）
 

ア
．

 
出

願
日

又
は

優
先

権
の

主
張

を
伴

う
出
願
は
先
の
出
願
の
日
 

イ
．

 
新

た
な

出
願

日
（

も
と

の
出

願
の

翻
訳

文
提

出
期

間
経

過
後

の
場

合
）
 

ウ
．

 
翻
訳
文
未
提
出
の
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

 
翌

日
 

  
翌
 
 
日
 

１
年
４
月
 

 ２
月
◆
 

  ２
月
 

１
年
４
月
 

 ２
月
◆
 

  ２
月
 

イ
．
は
分
割
・

変
更
・
実
用
新

案
登

録
に

基
づ

く
特

許
出

願
 

ウ
．
は
ア
．
及

び
イ
．
の
期
間

に
翻

訳
文

が
未

提
出

の
場

合
 

手
続
補
完
書
の
提
出
 

特
３
８
の
２
（
３
）（

特
施
規
２
７
の
７
）
、

３
８
の
２
（
９
）
（
特
施
規
２
７
の
９
）
 
ア
．

 
補

完
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

旨
の

通
知
の
発
送
日
 

イ
．

 
出
願
日
 

翌
 
 
日
 

 
翌
 
 
日
 

 

２
月
 

 ２
月
 

２
月
 

 ２
月
 

 

明
細
書
等
提
出
書
の
提
出
 

特
３
８
の
３
（
３

）
（
特
施
規
２
７
の
１

０
（
３
）
）
 

出
願
日
 

翌
 
 
日
 

４
月
 

４
月
 

 

先
の

特
許

出
願

の
謄

本
及

び
翻

訳
文
の
提
出
 

特
３
８
の
３
（
３

）
（
特
施
規
２
７
の
１

０
（
３
）
）
 

出
願
日
 

翌
 
 
日
 

４
月
 

４
月
 

 

明
細
書
等
補
完
書
の
提
出
 

特
３
８
の
４
（
２

）
（
特
施
規
２
７
の
１

１
（
１
）
）
、
３
８
の
４
（
９
）
（
特
施

規
２
７
の
１
１
（
１
２
）
）
 

ア
．

 
明

細
書

又
は

図
面

の
一

部
の

記
載

が
欠

け
て

い
る

旨
の
通

知
の

発
送

日
 

イ
．

 
出
願
日
 

翌
 
 
日
 

  
翌
 
 
日
 

２
月
 

  ２
月
 

２
月
 

  ２
月
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 優
先

権
主

張
基

礎
出

願
の

写
し

及
び
翻
訳
文
の
提
出
 

特
３
８
の
４
（
４

）
（
特
施
規
２
７
の
１

１
（
７
）
）
 

ア
．

 
明

細
書

又
は

図
面

の
一

部
の

記
載

が
欠

け
て

い
る

旨
の

通
知

の
発

送
日
 

イ
．

 
出
願
日
 

翌
 
 
日
 

  
翌
 
 
日
 

２
月
 

  ２
月
 

２
月
 

  ２
月
 

 

意
見
書
の
提
出
 

特
３
８
の
４
（
４

）
（
特
施
規
２
７
の
１

１
（
４
）
）
 

特
許
出
願
を
明
細
書
等
補
完
書
の
提
出
時
 

に
し
た
も
の
と
み
な
し
た
通
知
の
発
送
日
 

翌
 
 
日
 

１
月
 

１
月
 

 

明
細
書
等
補
完
書
の
取
下
げ
 

特
３
８
の
４
（
７

）
（
特
施
規
２
７
の
１

１
（
１
０
）
）
 

特
許

出
願

を
明

細
書

等
補

完
書

の
提

出
時

に
し

た
も

の
と

み
な

し
た

通
知

の
発

送
日
 

翌
 
 
日
 

１
月
 

１
月
 

 

国
内
優
先
権
主
張
を
伴
う
出
願
 

特
４
１
（
１
）
 

先
の
出
願
日
 

翌
日
 

１
年
 

１
年
 

 

優
先
権
主
張
書
の
提
出
 

特
４
１
（
４
）
、
４
３
（
１
）
、
４
３
の

３
（
１

）
（
２
）
（
特
施
規
２
７
の
４
の

２
（
３
）
①
）
 

ア
．

 
優
先
日
 

イ
．

 
新
た
な
出
願
の
日
 

翌
 
 
日
 

翌
 
 
日
 

１
年
４
月
 

４
月
 

（
上
記
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
◎
）
 

 

 

特
４
１
（
４
）
、
４
３
（
１
）
、
４
３
の

３
（
１

）
（
２
）
（
特
施
規
２
７
の
４
の

２
（
３
）
②
）
 

ア
．

 
優
先
日
 

イ
．

 
も
と
の
出
願
の
日
 

ウ
．

 
新
た
な
出
願
の
日
 

翌
 
 
日
 

翌
 
 
日
 

翌
 
 
日
 

１
年
４
月
 

４
月
 

１
月
 

（
上
記
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
◎
）
 

分
割
・
変
更
・

実
用

新
案

登
録

に
基

づ
く

特
許
出
願
 

国
内
優
先
権
主
張
の
取
下
げ
 

特
４
２
（
２
）（

特
施
規
２
８
の
４
（
２
）
） 

先
の
出
願
日
 

 
翌
 
 
日
 

１
年
４
月
 

１
年
４
月
 

 

パ
リ
優
先
権
主
張
等
を
伴
う
出
願
 

特
４
３
（
１

）
、
４
３
の
３
（
１

）
、
（
２
）
、

パ
リ
条
約
４
条
Ｃ
（
１
）
 

第
１
国
出
願
日
 

翌
日
 

特
１
２

月
 

 
特
１
２
月
 

 
 

優
先
権
証
明
書
の
提
出
＃
 

特
４
３
（
２
）
、
４
３
の
３
（
３
）
 

優
先
日
 

翌
 
 
日
 

１
年
４
月
 

 
１
年
４
月
 

 
 

特
４
３
（
７
）
、
４
３
の
３
（
３
）
（
特

施
規
２
７
の
３
の
３
（
５
）
）
 

優
先
権
証
明
書
未
提
出
の
通
知
の
発
送
日
 

翌
 
 
日
 

２
月
 

２
月
 

優
先

権
証

明
書

が
未

提
出

の
場
合
 

特
４
４
（
３
）
、
４
６
（
６
）
、
４
６
の

２
（
５
）
 

ア
．

 
優
先
日
 

イ
．

 
新
た
な
特
許
出
願
の
日
 

翌
 
 
日
 

翌
 
 
日
 

１
年
４
月
 

３
月
 

（
上

記
の

う
ち

い
ず

れ
か

遅
い

日
＊
）
 

１
年
４
月
 

３
月
 

（
上

記
の

う
ち

い
ず

れ
か

遅
い

日
＊
）
 

分
割
・
変
更
・

実
用

新
案

登
録

に
基

づ
く

特
許
出
願
 

優
先

権
証

明
書

に
記

載
さ

れ
て

い
る

事
項

を
電

磁
的

方
法

に
よ

り
交

換
す
る
た
め
の
書
面
の
提
出
 

特
４
３
（
５
）
 

優
先
日
 

 
翌
 
 
日
 

 
１
年
４
月
 

 
１
年
４
月
 

 
 

特
４
３
（
７
）
 

優
先
権
証
明
書
未
提
出
の
通
知
の
発
送
日
 

翌
 
 
日
 

２
月
 

２
月
 

優
先

権
証

明
書

が
未

提
出

の
場
合
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 分
割
出
願
 

特
４
４
（
１
）
①
 

 
 
 
 
 
―
 

－
 

明
細

書
・

特
許

請
求

の
範

囲
・

図
面
の
補

正
が
で
き
る
時
又
は
期
間
 

明
細
書
・
特
許
請
求
の
範
囲
・
図

面
の

補
正

が
で

き
る

時
又

は
期

間
 

 

特
４
４
（
１
）
②
 

特
許
査
定
謄
本
の
送
達
日
 

 
翌

日
 

 
３
０
日
（
求
３
０
日
★
）
 

 
３
０
日
（
求
３
０
日
★
）
 

 
 

特
４
４
（
１
）
③
 

拒
絶
査
定
謄
本
の
送
達
日
 

翌
日
 

３
月
 

３
月
（
職
１
月
■
）
 

 

出
願
変
更
（
実
→
特
）
 

特
４
６
（
１
）
 

実
願
出
願
日
 

翌
日
 

実
願
の
係
属
中
 

た
だ
し
出
願
の
日
か
ら
３
年
 

実
願
の
係
属
中
 

た
だ
し
出
願
の
日
か
ら
３
年
 

 

出
願
変
更
（
意
→
特
）
 

特
４
６
（
２
）
 

ア
．
意
願
出
願
日
 

 イ
．
意
願
の
拒
絶
査
定
謄
本
の
送
達
日
 

翌
日
 

 
翌

日
 

意
願
の
係
属
中
 

た
だ
し
出
願
の
日
か
ら
３
年
 

３
月
 

意
願
の
係
属
中
 

た
だ
し
出
願
の
日
か
ら
３
年
 

３
月
 

最
初
の
査
定
 

実
用

新
案

登
録

に
基

づ
く

特
許

出
願
 

特
４
６
の
２
（
１
）
 

ア
．

 
実
願
出
願
日
 

イ
．

 
第

三
者

の
技

術
評

価
請

求
に

係
る

最
初
の
通
知
を
受
け
た
日
 

ウ
．

 
無
効
審
判
請
求
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

翌
日
 

 
翌

日
 

３
年
 

３
０
日
（
職
１
５
日
）
 

 ３
０
日
又
は
４
５
日
※
 

３
年
 

３
０
日
（
職
６
０
日
）
 

 ６
０
日
 

 

出
願
審
査
の
請
求
 

特
４
８
の
３
（
１
）
 

出
願
日
 

 
翌

日
 

 
３
年
 

 
３
年
 

 
 

特
４
８
の
３
（
２
）
 

新
た

な
出

願
日

（
も

と
の

出
願

の
審

査
請

求
期
間
経
過
後
の
場
合
）
 

翌
日
 

３
０
日
 

３
０
日
 

分
割
・
変
更
・

実
用

新
案

登
録

に
基

づ
く

特
許
出
願
 

存
続
期
間
の
延
長
登
録
出
願
 

  

特
６
７
の
２
（
３
）
 

設
定
の
登
録
の
日
 

翌
日
 

 
３
月
 

３
月
 

 

特
６
７
の
５
（
３
）
（
特
施
令
３
）
 

（
改
正
前
特
６
７
の
２
（

３
）
㊟

（
改
正

前
特
施
令
３
㊟

）
）
 

政
令
で
定
め
る
処
分
を
受
け
た
日
 

翌
日
 

３
月
 

３
月
 

 

特
許

料
の

納
付

（
第

１
年

か
ら

第
３

年
分

ま
で

）
 

特
１
０
８
（
１
）
、
（
３
）
 

査
定
又
は
審
決
の
謄
本
の
送
達
日
 

翌
日
 

３
０
日
（
求
３
０
日
）
 

３
０
日
（
求
３
０
日
）
 

 

特
許

料
の

納
付

（
第

４
年

以
後

の
各

年
分

）
 

特
１
０
８
（
２
）
 

―
 

―
 

前
年

以
前

♭♭
 

前
年

以
前

♭♭
 

 

特
許
料
の
追
納
 

特
１
１
２
（
１
）
、
（
２
）
 

特
許

法
１

０
８

条
２

項
に

規
定

す
る

期
間
の
満
了
日
 

翌
日
 

６
月
 

６
月
 

 

既
納
特
許
料
の
返
還
請
求
 

特
１
１
１
（
２
）
 

ア
．

 
特
許
料
の
納
付
日
 

イ
．

 
取
消
決
定
又
は
審
決
の
確
定
日
 

翌
日
 

翌
日
 

１
年
 

６
月
 

１
年
 

６
月
 

 

拒
絶
査
定
不
服
審
判
の
請
求
 

特
１
２
１
（
１
）
 

拒
絶
査
定
謄
本
の
送
達
日
 

翌
日
 

３
月
 

３
月
（
職
１
月
○
）
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 翻
訳
文
の
提
出
 

   

特
１
８
４
の
４
（
１
）
 

 
ア
．

 
優
先
日
（
特
許
協
力
条
約
２
条
）
 

イ
．

 
国
内
書
面
を
提
出
し
た
日
 

 

翌
日
 

翌
日
 

 

３
０
月
 

２
月
 

 

３
０
月
 

２
月
 

イ
．
は
国
内
書

面
提

出
期

間
満

了
前

２
月

か
ら

満
了

日
ま

で
の

間
に

提
出

し
た

場
合
に
限
る
 

特
許

協
力

条
約

１
９

条
補

正
の

翻
訳
文
提
出
 

特
１
８
４
の
４
（
６
）
 

―
 

―
 

国
内

処
理

基
準

時
の

属
す

る
日

◇
 

国
内

処
理

基
準

時
の

属
す

る
日

◇
 

 

国
内
書
面
の
提
出
 

特
１
８
４
の
５
（
１
）
 

優
先
日
（
特
許
協
力
条
約
２
条
）
 

翌
日
 

３
０
月
 

３
０
月
 

 

特
許

協
力

条
約

１
９

条
補

正
の

写
し
の
提
出
 

特
１
８
４
の
７
（
１
）
 

－
 

 
―
 

国
内

処
理

基
準

時
の

属
す

る
日

◇
 

国
内

処
理

基
準

時
の

属
す

る
日

◇
 

 

特
許

協
力

条
約

３
４

条
補

正
の

翻
訳
文
提
出
 

特
１
８
４
の
８
（
１
）
 

－
 

 
―
 

国
内

処
理

基
準

時
の

属
す

る
日

◇
 

国
内

処
理

基
準

時
の

属
す

る
日

◇
 

 

特
許

協
力

条
約

３
４

条
補

正
の

写
し
の
提
出
 

特
１
８
４
の
８
（
１
）
 

－
 

 
―
 

国
内

処
理

基
準

時
の

属
す

る
日

◇
 

国
内

処
理

基
準

時
の

属
す

る
日

◇
 

 

特
許
管
理
人
の
選
任
 

特
１
８
４
の
１
１
（
２
）
、
（
４
）
（
特

施
規
３
８
の
６
の
２
（
１
）
、
（
２
）
）
 

ア
．

 
国
内
処
理
基
準
時
の
属
す
る
日
◇
 

イ
．

 
特

許
管

理
人

の
選

任
の

届
出

が
な

い
旨
の
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

翌
 
 
日
 

－
 

－
 

 

３
月
 

２
月
 

イ
．
は
ア
．
の

国
内

処
理

基
準

時
の

属
す

る
日

ま
で

に
特

許
管

理
人

の
選

任
の

届
出

が
未

提
出

の
場
合
 

新
規

性
喪

失
の

例
外

の
適

用
書

面
及
び
証
明
書
の
提
出
 

特
１
８
４
の
１
４
（
特
施
規
３
８
の
６
の

３
）
 

国
内
処
理
基
準
時
の
属
す
る
日
◇
 

翌
日
 

３
０
日
 

３
０
日
 

 

特
許

協
力

条
約

２
５

条
に

規
定

す
る
検
査
の
申
出
 

特
１
８
４
の
２
０
（
１
）
（
特
施
規
３
８

の
７
）
 

国
際

出
願

が
取

り
下

げ
ら

れ
た

も
の

と
み
な
す
旨
の
宣
言
、
国
際
出
願
日
の
認
定

の
拒

否
又

は
 

記
録

原
本

を
期

間
内

に
国

際
事

務
局

が
受

領
し

な
か

っ
た

旨
の

認
定
の
通
知
を
し
た
日
 

翌
日
 

２
月
 

２
月
 

 

出
願

審
査

請
求

手
数

料
の

返
還

請
求
 

特
１
９
５
（
１
０
）
 

ア
．

 
特

許
出

願
が

放
棄

さ
れ

、
又

は
取

り
下
げ
ら
れ
た
日
 

イ
．

 
特

許
出

願
が

取
り

下
げ

ら
れ

た
も

の
と
み
な
さ
れ
た
日
 

翌
日
 

 
当

日
 

６
月
 

 ６
月
 

６
月
 

 ６
月
 

 

過
誤
納
手
数
料
の
返
還
請
求
 

特
１
９
５
（
１
２
）
 

手
数
料
の
納
付
日
 

翌
日
 

１
年
 

１
年
 

 

明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図

面
に
つ
い
て
、
国
際
特
許
出
願
に
含

ま
れ

な
い

も
の

と
す

る
旨

の
請

求
書
の
提
出
 

特
施
規
３
８
の
２
の
２
（
５
）
 

通
知
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

３
０
日
 

３
０
日
 

左
記

は
特

施
規

３
８

の
２

の
２
（
３
）
の

規
定

に
よ

る
指
定
期
間
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 命
令
に
よ
る
登
録
申
請
の
補
正
 

特
登
令
３
８
（
１

）
（
特
登
施
規
１
３
の

２
）
 

指
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

２
月
 

２
月
 

 
 

弁
明
書
の
提
出
 

特
登
令
３
８
（
４

）
（
特
登
施
規
１
３
の

４
（
１
）
）
 

却
下
理
由
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

２
月
 

２
月
 

 
 

＜
指
定
期
間
＞
 

 
 

 
 

 
 

命
令
に
よ
る
方
式
補
正
 

特
１
７
（
３
）
、
１
８
４
の
５
（
２
）
 

指
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

２
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

２
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

延
長

登
録

出
願
、
拒
絶
査
定

不
服

審
判

を
除
く
 

特
１
７
（
３
）
、
１
３
３
（
１
）
 

指
令
書
の
発
送
日
 

 
翌

日
 

３
０
日
 

３
０
日
 

延
長

登
録

出
願
、
拒
絶
査
定

不
服
審
判
 

弁
明
書
の
提
出
 

特
１
８
の
２
（
２
）
 

却
下
理
由
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

２
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

２
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

延
長

登
録

出
願
、
拒
絶
査
定

不
服

審
判

を
除
く
 

特
１
８
の
２
（
２
）
、
１

３
３
の
２
（
２
） 

却
下
理
由
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

３
０
日
 

３
０
日
 

延
長

登
録

出
願
、
拒
絶
査
定

不
服
審
判
 

命
令
に
よ
る
受
継
申
立
書
 

特
２
３
（
１
）
 

受
継
命
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

３
月
 

 

同
一

人
か

ら
承

継
さ

れ
た

同
日

出
願

又
は

同
日

提
出

の
名

義
変

更
届

の
協
議
命
令
に
よ
る
届
出
 

特
３
４
（
７
）
 

協
議
命
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
〓
）
 

３
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
３
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
〓
）
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
６
０
日
 

拒
絶

査
定

不
服

審
判

を
除

く
 

特
３
４
（
７
）
 

協
議
命
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

３
月
（
求
３
月
）
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
６
０
日
 

拒
絶

査
定

不
服
審
判
 

同
日

に
同

一
の

発
明

に
対

す
る

協
議
命
令
に
よ
る
届
出
 

 

特
３
９
（
６
）
 

協
議
命
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
〓
）
 

３
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
３
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
〓
）
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
６
０
日
 

拒
絶

査
定

不
服

審
判

を
除

く
 

特
３
９
（
６
）
 

協
議
命
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

３
月
（
求
３
月
）
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
６
０
日
 

拒
絶

査
定

不
服
審
判
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 意
見
書
の
提
出
 

 
特
４
８
の
７
 

通
知
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

３
０
日
又
は
４
５
日
※
 

た
だ

し
拒

絶
理

由
通

知
と

同
時

は
６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

６
０
日
 

た
だ

し
拒

絶
理

由
通

知
と

同
時

は
３
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

拒
絶

査
定

不
服

審
判

を
除

く
 

特
４
８
の
７
 

通
知
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

３
０
日
又
は
４
５
日
※
 

た
だ

し
拒

絶
理

由
通

知
と

同
時

は
６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

 

６
０
日
 

た
だ

し
拒

絶
理

由
通

知
と

同
時

３
月
 

拒
絶

査
定

不
服
審
判
 

特
５
０
 

拒
絶
理
由
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
☆
）
 

３
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
・
１
月

期
間
満
了
後
：
求
２
月
☆
）
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
６
０
日
 

延
長

登
録

出
願
、
拒
絶
査
定

不
服

審
判

を
除
く
 

 

特
５
０
、
６
７
の
４
、
６
７
の
８
（
改
正

前
６
７
の
４
㊟

）
、
１
５

９
（
２

）
、
１

６
３
（
２
）
 

拒
絶
理
由
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

（
求
１
月
▲
▼
）
 

  

３
月
（
求
１
月
×
３
回
▲
▼
）
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
６
０
日
 

延
長

登
録

出
願

、
拒

絶
査

定
不
服
審
判
 

審
尋
に
対
す
る
回
答
書
の
提
出
 

   

特
１
３
４
（
４
）
 

審
尋
書
の
発
送
日
 

翌
 
 
日
 

６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

（
求
１
月
▲
）
 

３
月
（
求
１
月
×
３
回
▲
）
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
６
０
日
 

拒
絶

査
定

不
服
審
判
 

書
留
郵
便
物
受
領
書
等
の
提
出
 

特
１
３
４
（
４
）
、
１
９
４
（
１
）
 

物
件
の
提
出
を
求
め
る
通
知
の
発
送
日
 

翌
 
 
日
 

１
０
日
△
 

１
０
日
△
 

 

当
事

者
に

よ
る

書
類

又
は

物
件

の
提
出
 

特
１
９
４
（
１
）
 

物
件
の
提
出
を
求
め
る
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
〓
）
 

３
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
３
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
〓
）
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
６
０
日
 

 

意
見
書
の
提
出
 

 
特
施
規
３
８
の
２
の
２
（
３
）
 

通
知
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

３
０
日
 

３
０
日
 

 

意
見
書
の
提
出
 

 
特
施
規
３
８
の
２
の
３
（
１
）
 

通
知
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

３
０
日
 

た
だ
し
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
又

は
図
面
（
そ
れ
ら
の
補
充
書
等
を

含
む
）
に
つ
い
て
は
６
０
日
 

３
０
日
 

た
だ
し
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
又

は
図
面
（
そ
れ
ら
の
補
充
書
等
を

含
む
）
に
つ
い
て
は
３
月
 

 

命
令
に
よ
る
書
面
の
提
出
 

特
登
令
３
０
、
特
登
施
規
１
３
（
２
）
 

物
件
の
提
出
を
求
め
る
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

２
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

２
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

 

注
１
．
 
※
は
交
通
不
便
地
居
住
者
（
→
０
４
．
１
０
「
別
表
」
）
の
た
め
。
 

注
２
．
 
（
職
）
は
職
権
延
長
、
（
求
）
は
請
求
延
長
、
（
附
）
は
附
加
期
間
。
 

注
３
．
 
＃
は
国
際
特
許
出
願
の
場
合
、
国
内
書
面
提
出
期
間
満
了
日
か
ら
２
月
以
内
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
特
施
規
３
８
条
の
１
４
）
。
 

注
４
．
 
＊
は
原
出
願
日
が
平
成
１
０
年
１
２
月
３
１
日
以
前
の
場
合
は
、
「
１
年
４
月
」
。
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 注
５
．
 
◇
の
国
内
処
理
基
準
時
は
、
国
内
書
面
提
出
期
間
又
は
翻
訳
文
提
出
特
例
期
間
が
満
了
す
る
時
（
国
内
書
面
提
出
期
間
又
は
翻
訳
文
提
出
特
例
期
間
内
に
出
願
人
が
出
願
審
査
請
求
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
請
求
の
時
。
）
。
 

注
６
．
 
△
は
０
３
．
１
０
を
参
照
。
 

注
７
．

 
◆

は
、

分
割

出
願

、
変

更
出

願
、

実
用

新
案

登
録

に
基

づ
く

特
許

出
願

が
、

原
出

願
の

出
願

日
（

原
出

願
が

パ
リ

優
先

権
主

張
出

願
等

の
場

合
は

、
優

先
日

）
か

ら
１

年
２

月
以

上
経

過
し

て
出

願
さ

れ
た

場
合

は
、

当
該

分
割

出
願
等
の

日
か
ら
２
月
以
内
に
翻
訳
文
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

注
８
．
 
★
は
登
録
料
納
付
延
長
請
求
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
場
合
。
 

注
９
．
 
■
は
拒
絶
査
定
不
服
審
判
請
求
で
き
る
期
間
と
し
て
職
権
延
長
さ
れ
た
期
間
。
 

注
１
０
．
▲
は
指
定
期
間
を
延
長
す
る
合
理
的
理
由
が
あ
る
時
の
み
（
国
内
居
住
者
は
、
引
用
文
献
と
の
対
比
実
験
の
た
め
に
１
月
を
１

回
。

在
外

者
は

、
引

用
文

献
と

の
対

比
実

験
の

た
め

に
１

月
を

１
回

、
翻

訳
の

た
め

に
１

月
を

３
回

ま
で

）
。
 

▼
延
長
登
録
出
願
（
６
７
の
４
、
６
７
の
８
（
改
正
前
特
６
７
の
４
㊟
）
）
に
つ
い
て
は
、
引
用
文
献
と
の
対
比
実
験
の
た
め
の
延
長
は
不
可
。
 

注
１
１
．
○
延
長
登
録
出
願
に
係
る
拒
絶
査
定
不
服
審
判
請
求
期
間
の
職
権
に
よ
る
延
長
は
行
わ
な
い
。
 

注
１
２
．
□
翻
訳
文

が
提
出
さ
れ
た
外
国
語
特
許
出
願
の
う
ち
、
国
内
書
面
提
出
期
間
内
に
出
願
人
か
ら
出
願
審
査
の
請
求
の
あ
っ
た
国
際
特
許
出
願
で
あ
っ
て
国
際
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
出
願
審
査
の
請
求
が
あ
っ
た
後
を
除
く
。
 

注
１
３
．
◎
出
願
審
査
の
請
求
又
は
出
願
公
開
の
請
求
が
あ
っ
た
後
の
期
間
を
除
く
。
 

注
１

４
．
●

特
許

出
願
（

外
国

語
で

さ
れ

た
国

際
特

許
出

願
を

除
く

）
の

場
合

、
出

願
公

開
の

請
求

が
あ

っ
た

後
の

期
間

を
除

き
、
外

国
語

で
さ

れ
た

国
際

特
許

出
願

で
国

際
公

開
が

さ
れ

て
い

る
場

合
、
出

願
審

査
の

請
求

が
あ

っ
た

後
の

期
間

を
除

く
。

 

注
１

５
．
☆

指
定

期
間

の
延

長
に

つ
い

て
、
国

内
居

住
者

は
指

定
期

間
経

過
前

に
請

求
し

た
場

合
は

２
月

、
指

定
期

間
経

過
後

に
請

求
し

た
場

合
は

２
月

延
長

で
き

る
。
在

外
者

に
つ

い
て

は
指

定
期

間
経

過
前

に
請

求
し

た
場

合
は

１

回
目

で
２

月
、
２

回
目

の
請

求
に

よ
り

１
月

の
合

計
２

回
、
指

定
期

間
経

過
後

に
請

求
し

た
場

合
は

２
月

延
長

で
き

る
。
指

定
期

間
経

過
前

に
延

長
請

求
し

た
場

合
に

は
、
指

定
期

間
経

過
後

の
再

度
の

延
長

請
求

を
行

う
こ

と
は

で
き

な
い

。
ま

た
、

当
初

の
指

定
期

間
内

に
応

答
し

た
場

合
に

つ
い

て
は

、
指

定
期

間
経

過
後

の
延

長
請

求
を

行
う

こ
と

は
で

き
な

い
。

 

注
１

６
．
▽

指
定

期
間

の
延

長
に

つ
い

て
、
国

内
居

住
者

及
び

在
外

者
は

指
定

期
間

経
過

前
の

請
求

に
よ

り
２

月
、
指

定
期

間
経

過
後

の
請

求
に

よ
り

２
月

延
長

で
き

る
。
指

定
期

間
経

過
前

に
延

長
請

求
し

た
場

合
に

は
、
指

定
期

間

経
過

後
の

再
度

の
延

長
請

求
を

行
う

こ
と

は
で

き
な

い
。

 

注
１

７
．
〓

指
定

期
間

の
延

長
に

つ
い

て
、
国

内
居

住
者

は
指

定
期

間
経

過
前

に
請

求
し

た
場

合
は

２
月

、
指

定
期

間
経

過
後

に
請

求
し

た
場

合
は

２
月

延
長

で
き

る
。
在

外
者

に
つ

い
て

は
指

定
期

間
経

過
前

に
請

求
し

た
場

合
は

３

月
、

指
定

期
間

経
過

後
に

請
求

し
た

場
合

は
２

月
延

長
で

き
る

。
指

定
期

間
経

過
前

に
延

長
請

求
し

た
場

合
に

は
、

指
定

期
間

経
過

後
の

再
度

の
延

長
請

求
を

行
う

こ
と

は
で

き
な

い
。

 

注
１

８
．

♭ ♭
前

年
以

前
と

は
当

該
年

度
に

入
る

前
ま

で
を

意
味

し
、

例
え

ば
第

４
年

の
特

許
料

は
設

定
の

登
録

の
日

か
ら

３
年

を
経

過
す

る
前

に
納

付
す

る
必

要
が

あ
る

。
ま

た
、

数
年

分
を

一
時

に
前

納
す

る
こ

と
も

可
能

。
 

注
１

９
. 
⊿⊿

特
許

法
２

９
条

１
項

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

に
至

っ
た

日
が

平
成

２
９

年
１

２
月

８
日

以
前

の
場

合
は

、
「

６
月

」
。

 
注

２
０

．
㊟

令
和

２
年

３
月

９
日

ま
で

の
出

願
に

つ
い

て
は

、
環

太
平

洋
パ

ー
ト

ナ
ー

シ
ッ

プ
協

定
の

締
結

及
び

環
太

平
洋

パ
ー

ト
ナ

ー
シ

ッ
プ

に
関

す
る

包
括

的
及

び
先

進
的

な
協

定
の

締
結

に
伴

う
関

係
法

律
の

整
備

に
関

す
る

法

律
（

平
成

２
８

年
法

律
第

１
０

８
号

）
附

則
第

２
条

の
経

過
措

置
の

規
定

に
よ

り
、

改
正

前
の

法
令

が
適

用
さ

れ
る

。
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 （
実
用
新
案
（
無
効
審
判
、
判
定
を
除
く
）
）
 

手
続
 

根
拠

条
文
 

初
日
 

起
算

日
 

期
間

（
延

長
）
 

備
考
 

（
第

１
日

目
）
 

国
内

居
住

者
 

在
外

者
 

＜
法
定
期
間
＞
 

 
 

 
 

 
 

明
細

書
・

実
用

新
案

登
録

請
求

の
範

囲
図

面
・

要
約

書
・

優
先

権
主

張
書
の
補
正
 

実
２
の
２
（
１
）
（
実
施
規
１
）
 

出
願
日
 

翌
日
 

１
月
 

１
月
 

 

国
内
優
先
権
主
張
を
伴
う
出
願
 

実
８
（
１
）
 

 
先
の
出
願
日
 

翌
日
 

１
年
 

１
年
 

 

優
先
権
主
張
書
の
提
出
 

実
８
（
４
）
（
実
施
規
２
３
（
２
）
）
 

出
願
日
 

翌
 
 
日
 

１
月
 

１
月
 

 

国
内
優
先
権
主
張
の
取
下
げ
 

実
９
（
２
）
（
実
施
規
２
３
（
２
）
）
 

先
の
出
願
日
 

 
翌
 
 
日
 

１
年
４
月
 

１
年
４
月
 

 

出
願
変
更
（
特
→
実
）
 

実
１
０
（
１
）
 

ア
．

 
特
願
出
願
日
 

イ
．

 
特

願
の

拒
絶

査
定

謄
本

の
送

達
日
 

翌
日
 

翌
日
 

９
年
６
月
 

３
月
 

９
年
６
月
 

３
月
（
職
１
月
■
）
 

 最
初
の
査
定
 

出
願
変
更
（
意
→
実
）
 

実
１
０
（
２
）
 

ア
．

 
意
願
出
願
日
 

イ
．

 
意

願
の

拒
絶

査
定

謄
本

の
送

達
日
 

翌
日
 

翌
日
 

９
年
６
月
 

３
月
 

９
年
６
月
 

３
月
 

 最
初
の
査
定
 

新
規
性
例
外
適
用
出
願
 

実
１
１
（
１
）
（
特
３
０
（

１
）
、
（
２
）
） 

実
用

新
案

法
３

条
１

項
各

号
の

い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
日
 

翌
日
 

１
年
⊿⊿

 
１
年
⊿⊿
 

 

同
上
証
明
書
の
提
出
 

実
１
１
（
１
）
（
特
３
０
（
３
）
）
 

出
願
日
 

翌
日
 

３
０
日
 

３
０
日
 

 

パ
リ
優
先
権
主
張
等
を
伴
う
出
願
 

実
１
１
（
１
）
（
特
４
３
（
１
）
）
、
パ

リ
条
約
４
条
Ｃ
（
１
）
、
 

第
１
国
出
願
日
 

翌
日
 

特
・
実
１
２
月
 

 
特
・
実
１
２
月
 

 
 

優
先
権
証
明
書
の
提
出
♯
 

実
１
１
（
１
）
（
特
４
３
（
２
）
、
４
３

の
３
（
３
）
）
 

優
先
日
 

翌
日
 

１
年
４
月
 

１
年
４
月
 

 

実
１
１
（
１
）
（
特
４
３
（
７
）
、
４
３

の
３
（
３
）
）
 

優
先

権
証

明
書

未
提

出
の

通
知

の
発

送
日
 

翌
 
 
日
 

２
月
 

２
月
 

優
先

権
証

明
書

が
未

提
出
の
場
合
 

実
１
０
（
４
）
、
１
１
（

１
）
（
特
４
４

（
３
）
、
）
 

優
先
日
 

翌
日
 

１
年
４
月
又
は
新
た
な
出
願
の
日
か
ら
３
月
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
＊
 

分
割
・
変
更
出
願
の
場

合
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 優
先

権
証

明
書

に
記

載
さ

れ
て

い
る

事
項

を
電

磁
的

方
法

に
よ

り
交

換
す
る
た
め
の
書
面
の
提
出
 

実
１
１
（
１
）
（
特
４
３
（
５
）
）
 

優
先
日
 

翌
 
 
日
 

１
年
４
月
 
 

１
年
４
月
 

 

実
１
１
（
１
）
（
特
４
３

（
７
）
）
 

優
先

権
証

明
書

未
提

出
の

通
知

の
発

送
日
 

翌
 
 
日
 

２
月
 

２
月
 

優
先

権
証

明
書

が
未

提
出
の
場
合
 

分
割
出
願
 

実
１
１
（
１
）
（
特
４
４
（
１
）
）
 

－
 

 
明
細
書
・
実
用
新
案
登
録
請
求
の

範
囲
・
図
面
の
補
正
が
で
き
る
時

又
は
期
間
 

明
細
書
・
実
用
新
案
登
録
請
求
の

範
囲
・
図
面
の
補
正
が
で
き
る
時

又
は
期
間
 

 

明
細

書
・

実
用

新
案

登
録

請
求

の
範
囲
・
図
面
の
訂
正
 

実
１
４
の
２
（
１
）
 

ア
．

 
最

初
の

技
術

評
価

書
の

謄
本

の
送
達
日
 

イ
．

 
無

効
審

判
請

求
書

の
副

本
の

送
達
日
 

翌
日
 

 
翌

日
 

２
月
（
職
１
５
日
）
 

 ３
０
日
又
は
４
５
日
※
 

２
月
（
職
６
０
日
）
 

 ６
０
日
 

 

登
録

料
の

納
付

（
第

１
年

か
ら

第
３

年
分

ま
で

）
 

実
３
２
（
１
）
、
（
３
）
 

出
願
と
同
時
 

翌
日
 

（
求
３
０
日
）
 

（
求
３
０
日
）
 

 

登
録

料
の

納
付

（
第

４
年

以
後

の
各

年
分

）
 

実
３

２
（

２
）

 
―
 

―
 

前
年

以
前

○
 

前
年

以
前

○
 

 

登
録
料
の
追
納
 

実
３
３
（
１
）
、
（
２
）
 

実
用

新
案

法
３

２
条

２
項

に
規

定
す

る
期
間
の
満
了
日
 

翌
日
 

６
月
 

６
月
 

 

既
納
登
録
料
の
返
還
請
求
 

実
３
４
（
２
）
 

ア
．

 
登
録
料
の
納
付
日
 

イ
．

 
処
分
又
は
審
決
の
確
定
日
 

翌
日
 

翌
日
 

１
年
 

６
月
 

１
年
 

６
月
 

 

翻
訳
文
の
提
出
 

実
４
８
の
４
（
１
）
 

 
ア
.
 
 
優
先
日
（
特
許
協
力
条
約
２
条
）
 

 
イ

.
 
 
国
内
書
面
を
提
出
し
た
日
 

翌
日
 

翌
 
 
日
 

３
０
月
 

２
月
 

３
０
月
 

２
月
 

イ
．
は
国
内
書
面
提
出

期
間

満
了

前
２

月
か

ら
満

了
日

ま
で

の
間

に
提

出
し

た
場

合
に

限
る
 

国
内
書
面
の
提
出
 

実
４
８
の
５
（
１
）
 

優
先
日
（
特
許
協
力
条
約
２
条
）
 

翌
日
 

３
０
月
 

３
０
月
 

 

特
許

協
力

条
約

１
９

条
補

正
の

翻
訳
文
提
出
 

実
４
８
の
４
（
６
）
 

―
 

―
 

国
内

処
理

基
準

時
の

属
す

る
日

◇
 

国
内

処
理

基
準

時
の

属
す

る
日

◇
 

 

図
面
の
提
出
 

実
４
８
の
７
（
１
）
 

―
 

―
 

国
内

処
理

基
準

時
の

属
す

る
日

◇
 

国
内

処
理

基
準

時
の

属
す

る
日

◇
 

 

登
録

料
の

納
付

（
国

際
実

用
新

案
登
録
出
願
）
 

実
４
８
の
１
２
 

ア
．

 
優
先
日
（
特
許
協
力
条
約
２
条
）
 

イ
．

 
国
内
書
面
を
提
出
し
た
日
 

翌
日
 

翌
 
 
日
 

 

３
０
月
 

２
月
 

３
０
月
 

２
月
 

イ
．
は
国
内
書
面
提
出

期
間

満
了

前
２

月
か

ら
満

了
日

ま
で

の
間

に
提

出
し

た
場

合
に

限
る
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 特
許
管
理
人
の
選
任
 

実
４
８
の
１
５
（
２
）
 

ア
．

 
国

内
処

理
基

準
時

の
属

す
る

日
◇
 

イ
．

 
特

許
管

理
人

の
選

任
の

届
出

が
な
い
旨
の
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

 
翌

日
 

－
 

 －
 

３
月
 

 ２
月
 

イ
．
は
ア

．
の
国
内
処

理
基

準
時

の
属

す
る

日
ま

で
に

特
許

管
理

人
の

選
任

の
届

出
が

未
提
出
の
場
合
 

新
規

性
喪

失
の

例
外

の
適

用
書

面
及
び
証
明
書
の
提
出
 

実
４
８
の
１
５
（
３
）
 

国
内
処
理
基
準
時
の
属
す
る
日
◇
 

翌
日
 

３
０
日
 

３
０
日
 

 

特
許

協
力

条
約

２
５

条
に

規
定

す
る
検
査
の
申
出
 

実
４
８
の
１
６
（
１
）
 

国
際

出
願

が
取

り
下

げ
ら

れ
た

も
の

と
み
な
す
旨
の
宣
言
、
国
際
出
願
日
の
認
定

の
拒

否
又

は
記

録
原

本
を

期
間

内
に

国
際

事
務

局
が

受
領

し
な

か
っ

た
旨

の
認

定
の
通
知
を
し
た
日
 

翌
日
 

２
月
 

２
月
 

 

過
誤
納
手
数
料
の
返
還
請
求
 

実
５
４
の
２
（
１
１
）
 

手
数
料
の
納
付
日
 

翌
日
 

１
年
 

１
年
 

 

明
細

書
、

実
用

新
案

登
録

請
求

の
範

囲
又

は
図

面
に

つ
い

て
、

国
際

実
用

新
案

登
録

出
願

に
含

ま
れ

な
い

も
の

と
す

る
旨

の
請

求
書

の
提

出
 

実
施
規
２
３
（
４
）
（
特

施
規
３
８
の
２

の
２
（
５
）
）
 

通
知
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

３
０
日
 

３
０
日
 

左
記

は
特

施
規

３
８

の
２
の
２
（
３

）
の
規

定
に
よ
る
指
定
期
間
 

命
令
に
よ
る
登
録
申
請
の
補
正
 

実
登
令
７
（
実
登
施
規
３
（
３
）
）
（
特

登
令
３
８
（
１
）（

特
登
施
規
１
３
の
２
）
） 

指
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

２
月
 

２
月
 

 

弁
明
書
の
提
出
 

実
登
令
７
（
実
登
施
規
３
（
３
）
）
（
特

登
令
３
８
（
４
）
（
特
登

施
規
１
３
の
４

（
１
）
）
）
 

却
下
理
由
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

２
月
 

２
月
 

 

＜
指
定
期
間
＞
 

 
 

 
 

 
 

命
令
に
よ
る
方
式
補
正
 

実
２
の
２
（
４
）
、
４
８
の
５
（
２
）
 

指
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

２
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

２
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

 

弁
明
書
の
提
出
 

実
２
の
５
（
２

）
（
特
１
８
の
２
（
２

）
） 

却
下
理
由
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

２
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

２
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

 

命
令
に
よ
る
受
継
申
立
書
 

実
２
の
５
（
２
）
（
特
２
３
（
１
）
）
 

受
継
命
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

３
月
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 命
令

に
よ

る
基

礎
的

要
件

に
係

る
補
正
 

実
６
の
２
、
１
４
の
３
 

指
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
〓
）
 

３
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
３
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
〓
）
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
６
０
日
 

 

同
一

人
か

ら
承

継
さ

れ
た

同
日

出
願

又
は

同
日

提
出

の
名

義
変

更
届

の
協
議
命
令
に
よ
る
届
出
 

実
１
１
（
２
）
（
特
３
４
（
７
）
）
 

協
議
命
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
〓
）
 

３
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
３
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
〓
）
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
６
０
日
 

 

書
留
郵
便
物
受
領
書
等
の
提
出
 

実
５
５
（
３
）
（
特
１
９
４
（
１
）
）
 

物
件
の
提
出
を
求
め
る
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

１
０
日
△
 

１
０
日
△
 

 

命
令
に
よ
る
図
面
の
提
出
 

実
４
８
の
７
（
２
）
 

指
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

２
月
 

２
月
 

 

意
見
書
の
提
出
 

実
施
規
２
３
（
４
）
（
特

施
規
３
８
の
２

の
２
（
３
）
）
 

通
知
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

３
０
日
 

３
０
日
 

 

意
見
書
の
提
出
 

実
施
規
２
３
（
４
）
（
特

施
規
３
８
の
２

の
３
（
１
）
）
 

通
知
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

３
０
日
 

た
だ
し
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
又

は
図
面
（
そ
れ
ら
の
補
充
書
等
を

含
む
）
に
つ
い
て
は
６
０
日
 

３
０
日
 

た
だ
し
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
又

は
図
面
（
そ
れ
ら
の
補
充
書
等
を

含
む
）
に
つ
い
て
は
３
月
 

 

命
令
に
よ
る
書
面
の
提
出
 

実
登
令
７
条
（
実
登
施
規
３
（
３
）
）
（
特

登
令
３
０
（
特
登
施
規
１
３
（
２
）
）
）
 

物
件
の
提
出
を
求
め
る
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

２
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

２
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

 

注
１
．
 
※
は
交
通
不
便
地
居
住
者
（
→
０
４
．
１
０
「
別
表
」
）
の
た
め
。
 

注
２
．
 
（
職
）
は
職
権
延
長
、
（
求
）
は
請
求
延
長
、
（
附
）
は
附
加
期
間
。
 

注
３
．
 
＃
は
国
際
実
用
新
案
登
録
出
願
の
場
合
、
国
内
書
面
提
出
期
間
満
了
日
か
ら
２
月
以
内
（
実
施
規
２
３
条
７
項
で
準
用
す
る
特
施
規
３
８
条
の
１
４
）
。
 

注
４
．
 
＊
は
原
出
願
日
が
平
成
１
０
年
１
２
月
３
１
日
以
前
の
場
合
は
、
「
１
年
４
月
」
。
 

注
５
．
 
◇
の
国
内
処
理
基
準
時
は
、
国
内
書
面
提
出
期
間
又
は
翻
訳
文
提
出
特
例
期
間
が
満
了
す
る
時
（
国
内
書
面
提
出
期
間
又
は
翻
訳
文
提
出
特
例
期
間
内
に
出
願
人
が
国
内
処
理
の
請
求
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
請
求
の
時
。
）
。
 

注
６
．
 
△
は
０
３
．
１
０
を
参
照
。
 

注
７
．
 
■
は
拒
絶
査
定
不
服
審
判
請
求
で
き
る
期
間
と
し
て
職
権
延
長
さ
れ
た
期
間
。
 

注
８
．

 
〓

指
定

期
間

の
延

長
に

つ
い

て
、

国
内

居
住

者
は

指
定

期
間

経
過

前
に

請
求

し
た

場
合

は
２

月
、

指
定

期
間

経
過

後
に

請
求

し
た

場
合

は
２

月
延

長
で

き
る

。
在

外
者

に
つ

い
て

は
指

定
期

間
経

過
前

に
請

求
し

た
場

合
は

３
月

、
指
定
期

間
経
過
後
に
請
求
し
た
場
合
は
２
月
延
長
で
き
る
。
指
定
期
間
経
過
前
に
延
長
請
求
し
た
場
合
に
は
、
指
定
期
間
経
過
後
の
再
度
の
延
長
請
求
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
 

注
９

．
 

▽
指

定
期

間
の

延
長

に
つ

い
て

、
国

内
居

住
者

及
び

在
外

者
は

指
定

期
間

経
過

前
の

請
求

に
よ

り
２

月
、
指

定
期

間
経

過
後

の
請

求
に

よ
り

２
月

延
長

で
き

る
。
指

定
期

間
経

過
前

に
延

長
請

求
し

た
場

合
に

は
、
指

定
期

間

経
過

後
の

再
度

の
延

長
請

求
を

行
う

こ
と

は
で

き
な

い
。

 

注
１

０
.
 
○

前
年

以
前

と
は

当
該

年
度

に
入

る
前

ま
で

を
意

味
し

、
例

え
ば

第
４

年
の

登
録

料
は

設
定

の
登

録
の

日
か

ら
３

年
を

経
過

す
る

前
に

納
付

す
る

必
要

が
あ

る
。

ま
た

、
数

年
分

を
一

時
に

前
納

す
る

こ
と

も
可

能
。

 

注
１

１
．

⊿⊿
実

用
新

案
法

３
条

１
項

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

に
至

っ
た

日
が

平
成

２
９

年
１

２
月

８
日

以
前

の
場

合
は

、
「

６
月

」
。

  

― 680 ―



    

-
 
6
8
1
 
-
 

 （
意
匠
（
無
効
審
判
、
判
定
を
除
く
）
）
 

手
続
 

根
拠

条
文
 

初
日
 

起
算

日
 

期
間

（
延

長
）
 

備
考
 

（
第

１
日

目
）
 

国
内

居
住

者
 

在
外

者
 

＜
法
定
期
間
＞
 

 
 

 
 

 
 

新
規
性
例
外
適
用
出
願
 

意
４
（
１
）
、
（
２
）
 

意
匠

法
３

条
１

項
１

号
又

は
２

号
に

該
当
す
る
に
至
っ
た
日
 

翌
日
 

１
年
⊿ ⊿
 

１
年
⊿⊿

 
 

同
上
証
明
書
の
提
出
 

意
４
（
３
）
 

出
願
日
 

翌
日
 

３
０
日
 

３
０
日
 

国
際

意
匠

登
録

出
願

を
除

く
 

意
６
０
の
７
（
意
施
規
１
の
２
）
 

国
際
公
表
が
あ
っ
た
日
 

翌
 
 
日
 

３
０
日
 

３
０
日
 

国
際

意
匠

登
録
出
願
 

出
願
変
更
（
特
→
意
）
 

意
１
３
（
１
）
 

特
許
の
拒
絶
査
定
謄
本
の
送
達
日
 

翌
日
 

３
月
 

３
月
（
職
１
月
■
）
 

最
初
の
査
定
 

出
願
変
更
（
実
→
意
）
 

意
１
３
（
２
）
 

実
願
が
係
属
し
て
い
る
間
 

－
 

－
 

－
 

 

秘
密
意
匠
の
請
求
 

意
１
４
（
２
）
 

出
願

と
同

時
又

は
設

定
登

録
料

の
納

付
と
同
時
 

－
 

－
 

－
 

 

優
先
権
主
張
を
伴
う
出
願
 

意
１
５
（
１
）
（
特
４
３
（
１
）
、
４
３

の
３
（
１
）
、
（
２
）
）
 

パ
リ
条
約
４
条
Ｃ
（
１
）
、
Ｅ
（
１
）
 

第
１
国
出
願
日
 

翌
日
 

６
月
 

 
６
月
 

 
 

優
先
権
証
明
書
の
提
出
 

意
１
５
（
１
）
（
特
４
３
（
２
）
、
特
４

３
の
３
（
３
）
）
 

出
願
日
 

翌
日
 

３
月
 

３
月
 

国
際

意
匠

登
録

出
願

を
除

く
 

意
６
０
の
１
０
（
２
）
（
特
４
３
（
２
）
） 

国
際
公
表
が
あ
っ
た
日
 

翌
 
 
日
 

３
月
 

３
月
 

国
際

意
匠

登
録
出
願
 

補
正
却
下
後
の
新
出
願
 

意
１
７
の
３
（
１
）
 

補
正
却
下
決
定
の
謄
本
の
送
達
日
 

翌
日
 

３
月
 

３
月
 

 

登
録
料
の
納
付
（
第

１
年

分
）

 
意
４
３
（
１
）
、
（
３
）
 

査
定
又
は
審
決
の
謄
本
の
送
達
日
 

翌
日
 

３
０
日
（
求
３
０
日
）
 

３
０
日
（
求
３
０
日
）
 

 

登
録

料
の

納
付

（
第

２
年

以
後

の
各

年
分

）
 

意
４
３
（
２
）
 

―
 

―
 

前
年

以
前

○
 

前
年

以
前

○
 

 

登
録
料
の
追
納
 

意
４
４
（
１
）
、
（
２
）
 

意
匠

法
４

３
条

２
項

に
規

定
す

る
期

間
の
満
了
日
 

翌
日
 

６
月
 

６
月
 

 

既
納
登
録
料
の
返
還
請
求
 

意
４
５
（
特
１
１
１
（
２
）
）
 

ア
．

 
登
録
料
の
納
付
日
 

イ
．

 
審
決
の
確
定
日
 

翌
日
 

翌
日
 

１
年
 

６
月
 

１
年
 

６
月
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 拒
絶
査
定
不
服
審
判
の
請
求
 

意
４
６
（
１
）
 

拒
絶
査
定
謄
本
の
送
達
日
 

翌
日
 

３
月
 

３
月
 

 

補
正
却
下
決
定
不
服
審
判
の
請
求
 

意
４
７
（
１
）
 

補
正
却
下
決
定
の
謄
本
の
送
達
日
 

翌
日
 

３
月
 

３
月
 

 

補
正
却
下
後
の
新
出
願
（
審
判
）
 

意
５
０
（
１
）
（
意
１
７
の
３
（
１
）
）
 

補
正
却
下
決
定
の
謄
本
の
送
達
日
 

翌
日
 

３
０
日
（
職
１
５
日
）
 

３
０
日
（
職
６
０
日
）
 

 

補
正
 

意
６
０
の
２
４
 

審
査
、
審
判
又
は
再
審
に
係
属
し
て
い
る

間
 

－
 

－
 

－
 

 

過
誤
納
手
数
料
の
返
還
請
求
 

意
６
７
（
８
）
 

手
数
料
の
納
付
日
 

翌
日
 

１
年
 

１
年
 

 

個
別
指
定
手
数
料
の
返
還
請
求
 

意
６
０
の
２
２
（
２
）
 

出
願

の
取

下
げ

又
は

拒
絶

の
査

定
若

し
く
は
審
決
の
確
定
日
 

翌
日
 

６
月
 

６
月
 

国
際

意
匠

登
録
出
願
 

命
令
に
よ
る
登
録
申
請
の
補
正
 

意
登
令
７
（

意
登
施
規
６
（
３

）
）
（
特

登
令
３
８
（
１
）（

特
登
施
規
１
３
の
２
）
） 

指
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

２
月
 

２
月
 

 

弁
明
書
の
提
出
 

意
登
令
７
（
意
登
施
規
６
（
３

）
）
（
特

登
令
３
８
（
４
）（

特
登
施
規
１
３
の
４
）
） 

却
下
理
由
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

２
月
 

２
月
 

 

＜
指
定
期
間
＞
 

 
 

 
 

 
 

同
日

に
同

一
又

は
類

似
の

意
匠

に
対
す
る
協
議
命
令
に
よ
る
届
出
 

意
９
（
４
）
 

協
議
命
令
の
発
送
日
 

翌
日
 

４
０
日
又
は
５
５
日
※
 

 
３
月
（
求
１
月
）
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
４
０
日
 

 

拒
絶

査
定

不
服
審
判
、
国
際

意
匠

登
録

出
願
を
除
く
 

意
９
（
４
）
 

協
議
命
令
の
発
送
日
 

翌
日
 

４
０
日
又
は
５
５
日
※
 

 
３
月
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
４
０
日
 

 

拒
絶

査
定

不
服
審
判
 

意
９
（
４
）
 

拒
絶
の
通
報
の
発
送
日
 

翌
日
 

６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

 
３
月
（
求
１
月
）
 

国
際

意
匠

登
録
出
願
 

同
一

人
か

ら
承

継
さ

れ
た

同
日

出
願

又
は

同
日

提
出

の
名

義
変

更
届

の
協
議
命
令
に
よ
る
届
出
 

意
１
５
（
２
）
（
特
３
４
（
７
）
）
 

協
議
命
令
の
発
送
日
 

翌
日
 

４
０
日
又
は
５
５
日
※
 

３
月
（
求
１
月
）
た
だ
し
代
理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る

と
認

め
る

場
合
は
４
０
日
 

 

拒
絶

査
定

不
服

審
判

を
除

く
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意
１
５
（
２
）
（
特
３
４
（
７
）
）
 

協
議
命
令
の
発
送
日
 

翌
日
 

４
０
日
又
は
５
５
日
※
 

３
月
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
４
０
日
 

 

拒
絶

査
定

不
服
審
判
 

意
見
書
の
提
出
 

意
１
９
（
特
５
０
）
、
５
０
（
３
）
、
 

拒
絶
理
由
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

４
０
日
又
は
５
５
日
※
 

３
月
（
求
１
月
）
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
４
０
日
 

 

国
際

意
匠

登
録

出
願

を
除

く
 

意
１
９
 

拒
絶
の
通
報
の
発
送
日
 

翌
日
 

６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

３
月
（
求
１
月
）
 

国
際

意
匠

登
録
出
願
 

命
令
に
よ
る
方
式
補
正
 

意
２
５
（
３

）
、
５
２
（
特
１
３
３
（
１
）
）
、

６
０
の
４
（
特
１
７
（
３
）
③
）
、
６
８

（
２
）
（
特
１
７
（
３
）
）
 

指
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

３
０
日

 
３
０
日
 

 

弁
明
書
の
提
出
 

意
２

５
（

３
）

、
５

２
（

特
１

３
３

の
２

（
２

）
）

、
６

８
（

２
）

（
特

１
８

の
２

（
２
）
）
 

却
下
理
由
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

３
０
日
 

３
０
日
 

 

証
拠

調
又

は
証

拠
保

全
し

た
と

き
の
意
見
の
申
立
て
 

意
５
２
（
特
１
５
３
（
２
）
）
 

証
拠

調
又

は
証

拠
保

全
の

結
果

の
通

知
の
発
送
日
 

翌
日
 

４
０
日
又
は
５
５
日
※
 

３
月
（
求
１
月
）
 

 

当
事

者
等

が
申

し
立

て
な

い
理

由
の
審
理
に
対
す
る
意
見
の
申
立
て
 

意
５
２
（
特
１
５
３
（
２
）
）
 

審
理
結
果
の
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

４
０
日
又
は
５
５
日
※
 

３
月
（
求
１
月
）
 

 

審
尋
に
対
す
る
回
答
書
の
提
出
 

意
５
２
（
特
１
３
４
（
４
）
）
 

審
尋
書
の
発
送
日
 

翌
 
 
日
 

４
０
日
又
は
５
５
日
※
 

３
月
（
求
１
月
）
 

 

当
事

者
に

よ
る

書
類

又
は

物
件

の
提
出
 

意
６
８
（
２
）
（
特
１
９
４
（
１
）
）
 

物
件
の
提
出
を
求
め
る
通
知
の
日
 

翌
日
 

４
０
日
又
は
５
５
日
※
 

３
月
（
求
１
月
）
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
４
０
日
 

 

 

命
令
に
よ
る
受
継
申
立
書
 

意
６
８
（
２
）
（
特
２
３
（
１
）
）
 

受
継
命
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

３
月
 

 

書
留
郵
便
物
受
領
証
の
提
出
 

意
６
８
（
２
）
（
特
１
９
４
（
１
）
）
 

物
件
の
提
出
を
求
め
る
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

１
０
日
△
 

１
０
日
△
 

 

命
令
に
よ
る
書
面
の
提
出
 

意
登
令
７
（
意
登
施
規
６
（
３

）
）
（
特

登
令
３
０
（
特
登
施
規
１
３
（
２
）
）
 

物
件
の
提
出
を
求
め
る
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

２
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

２
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

 

注
１
．
 
※
は
交
通
不
便
地
居
住
者
の
た
め
。
 

注
２
．
 
（
職
）
は
職
権
延
長
、
（
求
）
は
請
求
延
長
、
（
附
）
は
附
加
期
間
。
 

注
３
．
 
△
は
０
３
．
１
０
を
参
照
。
 

注
４
．
 
■
は
拒
絶
査
定
不
服
審
判
請
求
で
き
る
期
間
と
し
て
職
権
延
長
さ
れ
た
期
間
。
 

注
５

 
 

▽
指

定
期

間
の

延
長

に
つ

い
て

、
国

内
居

住
者

及
び

在
外

者
は

指
定

期
間

経
過

前
の

請
求

に
よ

り
２

月
、
指

定
期

間
経

過
後

の
請

求
に

よ
り

２
月

延
長

で
き

る
。
指

定
期

間
経

過
前

に
延

長
請

求
し

た
場

合
に

は
、
指

定
期

間
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経
過

後
の

再
度

の
延

長
請

求
を

行
う

こ
と

は
で

き
な

い
。

 

注
６

.
 
 

○
前

年
以

前
と

は
当

該
年

度
に

入
る

前
ま

で
を

意
味

し
、

例
え

ば
第

２
年

の
登

録
料

は
設

定
の

登
録

の
日

か
ら

１
年

を
経

過
す

る
前

に
納

付
す

る
必

要
が

あ
る

。
ま

た
、

数
年

分
を

一
時

に
前

納
す

る
こ

と
も

可
能

。
 

注
７

．
 

⊿⊿
意

匠
法

３
条

１
項

１
号

又
は

２
号

に
該

当
す

る
に

至
っ

た
日

が
平

成
２

９
年

１
２

月
８

日
以

前
の

場
合

は
、

「
６

月
」

。
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 （
商

標
（

無
効

・
商

標
登

録
取

消
審

判
、

商
標

異
議

申
立

、
判

定
、

再
審

を
除

く
）

）
 

手
続
 

根
拠

条
文
 

初
日
 

起
算

日
 

期
間

（
延

長
）
 

備
考
 

（
第

１
日

目
）
 

国
内

居
住

者
 

在
外

者
 

＜
法
定
期
間
＞
 

 
 

 
 

 
 

出
願
時
の
特
例
適
用
出
願
 

商
９
（
１
）
 

博
覧
会
等
に
出
品
又
は
出
展
し
た
日
 

翌
日
 

６
月
 

６
月
 

 

同
上
証
明
書
の
提
出
 

商
９
（
２
）
、
６
８
の
１
１
 

出
願
日
、
国
際
商
標
登
録
出
願
日
 

翌
日
 

３
０
日

▽
 

３
０
日
▽
 

 

優
先
権
主
張
を
伴
う
出
願
 

商
１
３
（
１
）
、
６
８
（
１
）
、
パ
リ
条

約
４
条
Ｃ
（
１
）
 

第
１
国
出
願
日
 

翌
日
 

６
月
 

 
６
月
 

 
 

 

優
先
権
証
明
書
の
提
出
 

商
１
３
（
１
）
、
６
８
（
１
）
 

出
願
日
 

翌
日
 

３
月
□

 
３
月
□
 

 

補
正
却
下
後
の
新
出
願
 

商
１
７
の
２
（
１
）（

意
１

７
の
３
（
１
）
）
、

６
８
（
２
）
 

補
正
却
下
決
定
の
謄
本
の
送
達
日
 

翌
日
 

３
月
 

３
月
 

 

出
願
書
類
の
縦
覧
 

商
１
８
（
４
）
、
６
８
（
３
）
 

公
報
発
行
の
日
 

翌
日
 

２
月
 

２
月
 

 

登
録
料
の
納
付
 

商
４
１
（
１

）
、
（
２
）
、
４
１
の
２
（
１

）
、

（
２
）
、
６
５
の
８
（
１
）
、
（
２
）
、

（
３
）
 

査
定
又
は
審
決
の
謄
本
の
送
達
日
 

翌
日
 

３
０
日

（
求
３
０
日
）
♯
 

３
０
日
（
求
３
０
日
）
♯
 

 

商
標
権
の
存
続
期
間
の
更
新
登
録
 

の
申
請
 

商
２
０
（
１
）
、
（
２
）
 

商
標

権
の

存
続

期
間

の
満

了
日

前
６

月
か
ら
満
了
の
日
ま
で
の
間
 

－
 

－
 

－
 

 

商
標

権
の

存
続

期
間

の
更

新
登

録
料
の
納
付
 

 

商
４
１
（
５
）
 

商
標
権
の
存
続
期
間
の
更
新
登
録
 

の
申
請
と
同
時
 

－
 

－
 

－
 

 

割
増
登
録
料
の
納
付
 

 
商

２
０

（
３

）
、

４
３

（
１

）
、

商
施

規
１
０
（
２
）
 

商
標
権
の
存
続
期
間
の
満
了
日
 

翌
日
 

６
月
 

６
月
 

 

既
納
登
録
料
の
返
還
請
求
 

商
４
２
（
２
）
 

ア
．

 
登
録
料
の
納
付
日
 

イ
．

 
取
消
決
定
又
は
審
決
の
確
定
日
 

翌
日
 

翌
日
 

１
年
 

６
月
 

１
年
 

６
月
 

 

拒
絶
査
定
不
服
審
判
の
請
求
 

商
４
４
（
１
）
、
６
８
（
４
）
、
商
附
１

３
、
２
３
 

拒
絶
査
定
謄
本
の
送
達
日
 

翌
日
 

３
月
 

３
月
 

 

補
正
却
下
決
定
不
服
審
判
の
請
求
 

商
４
５
（
１
）
、
６
８
（
４
）
 

補
正
却
下
決
定
の
謄
本
の
送
達
日
 

翌
日
 

３
月
 

３
月
 

 

補
正
却
下
後
の
新
出
願
（
審
判
）
 

商
５
５
の
２
（
３
）
、
６
８
（
４
）
 

補
正
却
下
決
定
の
謄
本
の
送
達
日
 

翌
日
 

３
０
日

（
職
１
５
日
）
 

３
０
日
（
職
６
０
日
）
 

 

― 685 ―



    

-
 
6
8
6
 
-
 

 防
護

標
章

登
録

に
基

づ
く

権
利

存
続
期
間
更
新
登
録
出
願
 

商
６
５
の
３
（
２
）
 

存
続
期
間
満
了
前
６
月
の
初
日
 

当
日
 

存
続

期
間

満
了

前
６

月
か

ら
満

了
の
日

 
 

 

過
誤
納
登
録
料
の
返
還
請
求
 

商
６
５
の
１
０
（
２
）
 

登
録
料
の
納
付
日
 

翌
日
 

１
年
 

１
年
 

 

補
正
 

商
６
８
の
２
８
 

暫
定
的
拒
絶
通
報
の
発
送
日
 

翌
日
 

審
査
、
審
判
又
は
再
審
に
係
属
し

て
い
る

間
 

 

審
査
、
審
判
又
は
再
審
に
係
属
し

て
い
る
間
 

 

国
際

商
標

登
録
出
願
 

商
６
８
の
４
０
（
１
）
、
商
附
２
４
 

審
査
、
登
録
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の

審
理
、
審
判
又
は
再
審
に
係
属
し
て
い
る

間
 

－
 

－
 

－
 

国
際

商
標

登
録

出
願

を
除

く
 

商
６
８
の
４
０
（
２
）
 

商
標
の
設
定
登
録
料
の
納
付
と
同
時
（
商

標
登

録
出

願
に

係
る

区
分

の
数

を
減

ず
る
補
正
）
 

－
 

－
 

－
 

国
際

商
標

登
録

出
願

を
除

く
 

過
誤
納
手
数
料
の
返
還
請
求
 

商
７
６
（
８
）
 

手
数
料
の
納
付
日
 

翌
日
 

１
年
 

１
年
 

 

書
換
登
録
の
申
請
 

商
附
３
（
２
）
 

存
続
期
間
満
了
前
６
月
の
初
日
 

当
日
 

存
続

期
間

満
了

日
前

６
月

か
ら

存
続
期

間
満
了
日
後
１
年
 

 
 

命
令
に
よ
る
登
録
申
請
の
補
正
 

商
登
令
１
０
（
商

登
施
規
１
７
（
３
）
）

（
特
登
令
３
８
（
１
）
（

特
登
施
規
１
３

の
２
）
）
 

指
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

２
月
▲

 
２
月
▲
 

 

弁
明
書
の
提
出
 

商
登
令
１
０
（
商
登
施
規
１
７
（
３
）
）

（
特
登
令
３
８
（
４
）
（

特
登
施
規
１
３

の
４
）
）
 

却
下
理
由
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

２
月
▲

 
２
月
▲
 

 

＜
指
定
期
間
＞
 

 
 

 
 

 
 

手
続
補
完
書
の
提
出
 

商
５
の
２
（
２
）
 

指
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

１
月
又

は
１
月
＋
１
５
日
※
 

 
２
月
 

 

同
日

に
同

一
又

は
類

似
の

商
品

又
は

役
務

に
対

す
る

協
議

命
令

に
よ

る
届
出
 

商
８
（
４
）
 

協
議
命
令
の
発
送
日
 

翌
日
 

４
０
日

又
は
５
５
日
※
 

＜
期

間
満

了
前

：
求

１
月

 
期

間
満

了
後

：
求

２
月

◎
＞
 

３
月
 

＜
期

間
満

了
前

：
求

１
月

 
期

間
満

了
後

：
求

２
月

◎
＞
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
４
０
日
 

拒
絶

査
定

不
服
審
判
、
国
際

商
標

登
録

出
願
を
除
く
 

商
８
（
４
）
 

協
議
命
令
の
発
送
日
 

翌
日
 

４
０
日

又
は
５
５
日
※
 

 
３
月
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
４
０
日
 

拒
絶

査
定

不
服
審
判
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商
８
（
４
）
 

協
議
命
令
（
暫
定
的
拒
絶
通
報
に
添
付
）

の
発
送
日
 

翌
 
 
日
 

３
月
 

＜
期

間
満

了
前

：
求

１
月

 
期
間

満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

３
月
 

＜
期

間
満

了
前

：
求

１
月

 
期
間
満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

国
際

商
標

登
録
出
願
 

同
一

人
か

ら
承

継
さ

れ
た

同
日

出
願

又
は

同
日

提
出

の
名

義
変

更
届

の
協
議
命
令
に
よ
る
届
出
 

商
１
３
（
２
）
（
特
３
４
（
７
）
）
 

協
議
命
令
の
発
送
日
 

翌
日
 

４
０
日

又
は
５
５
日
※
 

＜
期

間
満

了
前

：
求

１
月

 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

３
月
 

＜
期

間
満

了
前

：
求

１
月

 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
４
０
日
 

拒
絶

査
定

不
服

審
判

を
除

く
 

商
１
３
（
２
）
（
特
３
４
（
７
）
）
 

協
議
命
令
の
発
送
日
 

翌
日
 

４
０
日

又
は
５
５
日
※
 

 
３
月
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
４
０
日
 

拒
絶

査
定

不
服
審
判
 

意
見
書
の
提
出
 

商
１
５
の
２
、
１
５
の
３
（
１
）
、
６
５

の
５
、
６
８
（
２
）
、
商
附
７
 

拒
絶
理
由
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

４
０
日

又
は
５
５
日
※
 

＜
期

間
満

了
前

：
求

１
月

 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

３
月
 

＜
期

間
満

了
前

：
求

１
月

 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
４
０
日
 

国
際

商
標

登
録

出
願

を
除

く
 

商
１
５
の
２
、
１
５
の
３
（
１
）
、
６
５

の
５
、
６
８
（
２
）
、
商
附
７
 

暫
定
的
拒
絶
通
報
の
発
送
日
 

翌
日
 

３
月
 

＜
期

間
満

了
前

：
求

１
月

 
期
間

満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

３
月
 

＜
期

間
満

了
前

：
求

１
月

 
期
間
満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

国
際

商
標

登
録
出
願
 

商
５
５
の
２
（
１
）
、
商
附
１
６
、
１
９
 

拒
絶
理
由
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

４
０
日

又
は
５
５
日
※
 

３
月
（
求
１
月
）
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
４
０
日
 

 

証
拠

調
又

は
証

拠
保

全
し

た
と

き
の
意
見
の
申
立
て
 

商
５
６
（
１
）
（
特
１
５
３
（
２
）
）
、

６
８
（
４
）
、
商
附
１
７
（
１
）
 

証
拠
調
又
は
証
拠
保
全
の
結
果
の
通
知
 

の
発
送
日
 

翌
日
 

４
０
日

又
は
５
５
日
※
 

３
月
（
求
１
月
）
 

 

弁
明
書
の
提
出
 

商
５
６
（
１
）（

特
１
３
３
の
２
（
２
）
）
、

６
８
（
４

）
、
商
附
１
７
（
１

）
、
２
３
、

（
特
１
８
の
２
（
２
）
）
 

却
下
理
由
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

３
０
日

 
３
０
日
 

 

 

商
７
７
（
２
）
、
商
附
２
７
（
２
）
、
２

３
（
特
１
８
の
２
（
２
）
）
 

却
下
理
由
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

３
０
日

 

＜
期

間
満

了
前

：
求

１
月

 
期
間

満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

３
０
日
 

＜
期

間
満

了
前

：
求

１
月

 
期
間
満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

 

審
尋

を
受

け
た

者
又

は
当

事
者

に
よ
る
書
類
又
は
物
件
の
提
出
 

商
７
７
（
２
）
、
商
附
１
７
（
１
）
、
２

７
（
２
）
 

物
件
の
提
出
を
求
め
る
通
知
の
日
 

翌
日
 

４
０
日

又
は
５
５
日
※
 

３
月
（
求
１
月
）
 

 

命
令
に
よ
る
方
式
補
正
 

商
７
７
（
２
）
（
特
１
７
（
３
）
）
、
商

附
２
３
、
２
７
（
２
）
 

指
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

１
月
 

＜
期

間
満

了
前

：
求

１
月

 

期
間

満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

２
月
 

＜
期

間
満

了
前

：
求

１
月

 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

国
際

商
標

登
録

出
願

を
除

く
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-
 
6
8
8
 
-
 

 

商
７
７
（
２
）
（
特
１
７
（
３
）
）
 

指
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

２
月
 

＜
期

間
満

了
前

：
求

１
月

 
期
間

満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

２
月
 

＜
期

間
満

了
前

：
求

１
月

 
期
間
満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

国
際

商
標

登
録
出
願
 

商
５
６
（
１
）
（
特
１
３
３
（
１
）
）
、

商
６
８
（
４
）
、
商
附
１
７
（
１
）
 

指
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

３
０
日

 
３
０
日
 

 

当
事

者
等

が
申

し
立

て
な

い
理

由
の
審
理
に
対
す
る
意
見
の
申
立
て
 

商
５
６
（
１
）
（
特
１
５

３
（
２
）
）
）
、

６
８
（
４
）
 

審
理
結
果
の
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

４
０
日

又
は
５
５
日
※
 

３
月
（
求
１
月
）
 

 

書
留
郵
便
物
受
領
証
の
提
出
 

商
７
７
（
２
）
（
特
１
９
４
（
１
）
）
、

商
附
２
３
、
２
７
（
２
）
 

物
件
の
提
出
を
求
め
る
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

１
０
日

△
 

１
０
日
△
 

 

当
事

者
に

よ
る

書
類

又
は

物
件

の
提
出
 

商
７
７
（
２
）
（
特
１
９
４
（
１
）
）
、

商
附
２
３
、
２
７
（
２
）
 

物
件
の
提
出
を
求
め
る
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

４
０
日

又
は
５
５
日
※
 

＜
期

間
満

了
前

：
求

１
月

 
期
間

満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

３
月
 

＜
期

間
満

了
前

：
求

１
月

 
期
間
満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
４
０
日
 

 

命
令
に
よ
る
受
継
申
立
書
 

商
７
７
（
２
）
（
特
２
３
（
１
）
）
、
商

附
２
３
、
２
７
（
２
）
 

受
継
命
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

３
月
 

 

命
令
に
よ
る
書
面
の
提
出
 

商
登
令
１
０
（
商
登
施
規
１
７
（
３
）
）

（
特
登
令
３
０
（
特
登
施
規
１
３
（
２
）
） 

物
件
の
提
出
を
求
め
る
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

２
月
 

＜
期

間
満

了
前

：
求

１
月

 
期
間
満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

２
月
 

＜
期

間
満

了
前

：
求

１
月

 
期
間
満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

 

注
１
．
 
※
は
交
通
不
便
地
居
住
者
の
た
め
。
 

注
２
．
 
（
職
）
は
職
権
延
長
、
（
求
）
は
請
求
延
長
、
（
附
）
は
附
加
期
間
。
 

注
３
．
 
★
「
小
売
等
役
務
に
係
る
使
用
に
基
づ
く
特
例
の
適
用
主
張
書
」
の
応
答
期
間
の
延
長
請
求
は
不
可
。
 

た
だ
し
、
協
議
命
令
に
対
す
る
応
答
期
間
の
延
長
請
求
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
主
張
書
の
提
出
期
間
も
延
長
さ
れ
る
。
 

注
４
．
 
△
は
０
３
．
１
０
を
参
照
。
 

注
５
．
 
■
は
拒
絶
査
定
不
服
審
判
請
求
で
き
る
期
間
と
し
て
職
権
延
長
さ
れ
た
期
間
。
 

注
６
．

 
◎

指
定

期
間

の
延

長
に

つ
い

て
、

国
内

居
住

者
及

び
在

外
者

は
指

定
期

間
経

過
前

に
請

求
し

た
場

合
は

１
月

、
指

定
期

間
経

過
後

に
請

求
し

た
場

合
は

２
月

延
長

で
き

る
。

指
定

期
間

経
過

前
に

延
長

請
求

し
た

場
合

で
あ

っ
て

も
、
指
定

期
間
経
過
後
の
再
度
の
延
長
請
求
が
可
能
。
 

注
７
．

 
▽

書
面

を
提

出
す

る
者

が
期

間
内

に
書

面
を

提
出

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
と

き
は

、
期

間
の

経
過

後
２

月
以

内
に

限
り

、
期

間
延

長
請

求
書

（
期

間
徒

過
）
を

提
出

す
る

こ
と

に
よ

り
、

そ
の

書
面

を
特

許
庁

長
官

に
提

出
す

る
こ

と
が

で
き

る
（

商
９

条
３

項
、

商
施

規
６

条
の

２
第

２
項

、
３

項
）

。
 

注
８
．

 
□

優
先

権
証

明
書

を
提

出
す

る
者

は
、

期
間

の
経

過
後

２
月

以
内

に
限

り
、

期
間

延
長

請
求

書
（

期
間

徒
過

）
を

提
出

す
る

こ
と

に
よ

り
、

優
先

権
証

明
書

を
提

出
す

る
こ

と
が

で
き

る
（

商
１

３
条

１
項

（
商

６
８

条
１

項
に

お
い

て
準

用
）

、
商

施
規

７
条

の
２

第
１

項
）

。
 

注
９

．
 
 
♯

登
録

料
（

前
期

分
割

登
録

料
）

を
納

付
す

べ
き

者
は

、
登

録
料

（
前

期
分

割
登

録
料

）
を

納
付

す
べ

き
期

間
（

期
間

の
延

長
が

あ
っ

た
と

き
は

延
長

後
の

期
間

）
内

に
登

録
料

（
前

期
分

割
登

録
料

）
を

納
付

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
と

き
は

、
期

間
の

経
過

後
２

月
以

内
に

限
り

、
期

間
延

長
請

求
書

（
期

間
徒

過
）

を
提

出
す

る
こ

と
に

よ
り

、
登

録
料

（
前

期
分

割
登

録
料

）
を

納
付

す
る

こ
と

が
で

き
る

（
商

４
１

条
３

項
、

４
１

の
２

第
３

項
、

６
５

の
８

第
４

項
、

商
施

規
１

８
条

５
項

、
６

項
、

７
項

、
８

項
）

。
 

注
１

０
 

▲
商

標
法

に
関

す
る

シ
ン

ガ
ポ

ー
ル

条
約

の
規

定
（

同
条

約
第

１
４

条
、
同

条
約

第
９

規
則

）
に

基
づ

き
、
申

請
人

か
ら

申
し

出
が

あ
っ

た
と

き
は

、
当

該
期

間
の

経
過

後
２

月
に

限
り

、
商

標
登

録
令

第
１

０
条

第
１

項
に

お
い

て
準

用
す

る
特

許
登

録
令

第
３

８
条

第
２

項
及

び
第

３
項

の
規

定
に

よ
る

却
下

を
保

留
す

る
こ

と
と

す
る

。
（

→
方

式
審

査
便

覧
７

０
．

３
０

）
 

   
（
改
訂
令
和
２
・
４
）
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